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法務局組織図

全国の法務局・地方法務局及び支局の計
３１１か所において供託事務を取り扱ってい
る。

また、申請方法については、オンラインの
ほか、窓口、郵送でも受け付けている。

法務局は、法務省の地方機関の一つとし
て、国民の財産や身分関係を保護する登
記、戸籍、国籍、供託、遺言書保管等の民
事行政事務、国民の基本的人権を守る人
権擁護事務、国の利害に関係のある訴訟
活動を行う訟務事務を行っている。

法務局の組織は、全国を８ブロックの地域
に分け、各ブロックの中心に「法務局」（８
局）が置かれ、この法務局の下に、都道府
県を単位とする「地方法務局」（４２局）が置
かれている。さらに、全国の法務局及び地
方法務局には、支局・出張所が置かれてい
る。

供託所（法務局、地方法務局及び支局）

法務局について

法務局・地方法務局の本局
５０か所

法務局・地方法務局の支局
２６１か所

供託所数の内訳（令和５年６月現在）

８か所

４２か所

２６１か所

法務局の組織
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供託とは、供託者がある財産（供託物）を国家機関である供託所に提出し、その管理を委ね、供託所を通じてその財産をある者（被供託者）
に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成させようとする制度をいう（供託法（明治３２年法律第１５号）第１条、第２条、第８条等）。

●供託を義務付け、又は供託を許容する根拠法令（条項）は、約６８０か条に上る。 ●供託官の審査・受理等により、様々な法律関係が生じる。

供託の意義

供託の種類

① 弁済供託

金銭等の給付を目的とする債務（例：地代や家賃等）を負う者が債権者の受領拒否、受領不
能又は債権者不確知により債務の履行をすることができない場合について、弁済の目的物を
供託することにより、その債務を消滅させる制度（民法（明治２９年法律第８９号）第４９４条等）

② 執行（配当）供託

民事執行手続等において、供託所をして執行の目的物の管理と執行当事者への交付を行わ
せるため、執行機関又は執行当事者が供託をする制度（民事執行法（昭和５４年法律第４号）
第１５６条等）

③ 担保（保証）供託
営業者がその営業活動により生ずる債務を担保するため（営業保証供託、宅地建物取引業法
（昭和２７年法律第１７６号）第２５条～第３０条等）、又は当事者の訴訟行為等により相手方に
生ずる損害を担保するため（裁判上の保証供託、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第７５
条、７６条等）供託をする制度

ある一定の目的を実現するため、一定の事由が生じたときは、供託物に対する供託者の所有
権をはく奪してこれを国家に帰属させることとする供託をする制度（公職選挙法（昭和２５年法
律第１００号）第９２条等）

目的物の散逸を防止するため、供託物そのものの保全を目的とする供託を認める制度（銀行
法（昭和５６年法律第５９号）２６条等）

④ 没取供託

⑤ 保管供託

○ 法務局・地方法務局の本局
５０箇所

供託所数(令和５年６月現在)

○ 法務局・地方法務局の支局
２６１箇所

供託の概略図

供託者

供託所

（例：地代・家賃の弁済供託）

（供託申請）

供託官の審査・受理

貸主借主

供託（民法第４９４条第１項第１号）

×
従
来
の
家
賃
で
。

債務者（借主）が債務不履行状
態に陥り、賃貸借契約を解除さ
れるおそれが生じる

（債務が消滅する）

被供託者

受領拒否

供託通知書の作成及び発送

（供託規則第１６条第１項）

家
賃
を
値
上
げ
し
ま
す
。

供託制度

Administrator
テキストボックス
－２－



供託書及び供
託規則に定め
る提示書類（資
格証明書、委
任状）の提示
等

受付 調査 受理決定

供託書

申請人
（供託者）

オ
ン
ラ
イ
ン
・郵
送
・
窓
口

供託所（現金取扱庁（供託金（現金）の受入れを取り扱う供託所））

供託書、提示
書類をもとに、
供託の申請が
適法・有効であ
るか否かを審
査

供託書（ＯＣＲ
用紙）をスキャ
ナで読み込み

供託通知書

被供託者

供託書
正本

申請人
（供託者）オ

ン
ラ
イ
ン
・

郵
送
・窓
口

受入事務

払渡事務

請求者

払渡
請求書

受付 調査

供託官が、払渡
請求書に払渡し
を認可する旨を
記載し、押印する。

供託システムで
入力

認可

小切手を振出し、
請求者に交付

預貯金振込み
→請求者の銀行
口座等に入金

小切手の振出
又は預貯金振込み

供託物払渡請
求書等の受領

供託物払渡請
求書及び添付
書類、提示書
類をもとに、請
求が適法・有
効であるか否
かを審査

窓
口

オ
ン
ラ
イ
ン
・

窓
口
・
郵
送

請求者

オ
ン
ラ
イ
ン
・郵
送
・
窓
口

オンライン申請の場合には、電子的
な供託書正本の交付を求める方法と、
紙の供託書正本の交付を求める方
法とがある。

オンライン申請の
場合は自動で受付

供託所

供託金の受入れ

供託金の
納付方法
①現金
②電子納付
③振込

②電子納付又は③振込の場
合は、入金の確認後に、受
入れ処理を行う。

供託官が、供託
書正本に供託を
受理する旨、供託
番号等を記載して、
記名押印する。

供託システムで処
理

オンライン申請の場合は、
②電子納付に限られる。

オンライン請求の場合は、
預貯金振込に限られる。

オンライン請求の場合は
自動で受付

郵
送

供託事務処理フロー図（受入・払渡）
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令和5 2 20

甲県乙市丙町一丁目１番１号

甲山太郎

甲県乙市丙町二丁目２番２号

乙野次郎

￥ ５ ０ ０ ０ ０

民法第４９４条第１項第１号

甲県乙市丙町一丁目１番地
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建居宅１棟、床面積50.30平方メートル

月５０，０００

○

令和 5 2

令和 5 2 20

1
1

供 託

官 印

１２３ １１１１

１２３ ２２２２

○○法務局

毎月末日まで

○

２ ２０

供託書正本の見本
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令和5 2 20

甲県乙市丙町一丁目１番１号

甲山太郎

甲県乙市丙町二丁目２番２号

乙野次郎

￥ ５ ０ ０ ０ ０

民法第４９４条第１項第１号

甲県乙市丙町一丁目１番地
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建居宅１棟、床面積50.30平方メートル

月５０，０００ 毎月末日まで

○

令和 5 2

令和 5 2 20

1
1

５ 2 20

○○法務局
１２３ １１１１

１２３ ２２２２

○

供託通知書の見本

Administrator
テキストボックス
－５－



供託手続におけるオンライン利用の現状等
供託事務の課題近時の状況

■供託所の減少

供託所は、法務局の組織改編等によ
り、最も多かった時期（平成17年度）
と比較して、37か所の減

供託を取り巻く社会情勢や環境の変化に伴う影響等

○供託利用者側の影響
オンライン申請・請求を行うための環境整備（ウェブブラウザ「供託か
んたん申請など）はされているものの、利用は低調

○供託所側の影響
① １か所の供託所における事務負担が増加
② 供託根拠法令やその取扱いを示した通達等の理解・対応に係る

業務が増加

■供託根拠法令の増加

供託根拠法令は、約１６０法令、条文
は約６８０か条に上っており、特に、近
年の増加が著しい。

■政府方針によるオンライン化の推進

「電子政府推進計画」（平成18年8月31日各府省ＣＩＯ連絡会議決
定）等の政府方針において、オンライン利用率の上昇を目指すこととさ
れている。
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【供託所数の推移】
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【供託根拠法令の条文数の推移】
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【オンライン利用率の推移】
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受入

払渡

【供託事件数（受入・払渡）の推移】

暫定

＜供託利用者側＞
①電子署名・電子証明書が不要な「供託かんたん申請」は、ウェブ
ブラウザで利用が可能

②書面申請においても電子納付の利用が可能
③供託所に来庁又は郵送する負担が軽減
④窓口の対応時間（８：30－17：15）外であっても申請可能
（オンライン申請の利用時間は、８：30－21：00）
⑤郵送と比較して、補正完了までの時間が短縮

＜供託所側＞
①職員が供託書（ＯＣＲ用紙）をスキャナで読み込むなどの
システムを操作する時間が短縮

②電子納付は入金の確認のみで足り、その後の口座間振替の手続が
不要

＜供託利用者側＞
①供託所に来庁又は郵送する負担が軽減
②窓口の対応時間（８：30－17：15）外であっても請求可能
（オンライン請求の利用時間は、８：30－21：00）
③郵送と比較して、補正完了までの時間が短縮

＜供託所側＞
①小切手を振り出す事務作業が不要
②電子署名等による本人確認の実現

供託の申請の場面

オンライン利用のメリット

供託金の払渡請求の場面
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供託の申請及び払渡請求におけるオンライン利用の阻害要因

■認知度が低いこと
払渡手続がオンラインで請求可能であることの認知度が高くないと考えられる。

■ユーザーエクスペリエンス（ＵＸ）の質
ＵＸの質を向上させるため、供託利用者のニーズを把握する必要があると考えられる。

供託金の払渡請求の場面の阻害要因

供託利用者のニーズの実現

■供託の申請は、事情により、その後の手続で郵送を行う必要があること
供託者は、供託官に対し、被供託者宛ての供託通知書の送付を請求するときは、費用相当の郵券を供託所に送付する必要がある。

【供託通知書について】
法令に基づき、供託者は、被供託者に供託の通知をしなければならない場合がある（民法４９５条３項等）。
→この場合、供託者は、供託官に対し、被供託者宛ての供託通知書を発送することを請求できる（供託規則１６条１項）。
→現在、通知用の封筒は国の費用負担で用意しており、また、供託所の職員において、供託者から被供託者宛ての供託通知書を作成
し、通知用封筒に封入した上で発送している。

■認知度が低いこと
①供託手続がオンラインで申請可能であること、特に、電子署名・電子証明書が不要な「供託かんたん申請」の認知度が高くない
と考えられる。
②書面申請においても電子納付が利用可能であることの認知度が高くないと考えられる。

供託通知書の発送請求の廃止の検討
→申請者間の公平・行政のスリム化・デジタル完結の実現

供託の申請の場面の阻害要因

周知・広報の充実

周知・広報の充実

【供託のＨＰへのアクセス件数】

70,769

56,318 55,860
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